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令 和 ７ 年 １ ０ 月 ７ 日 

こども未来部養育支援課 

 

子ども家庭支援センターの指定管理者の指定について 

 

 

１．施設の名称・指定管理者候補者・指定期間 

 

２．選定方法 

（１）非公募選定の理由 

子ども家庭支援センターは、地域における見守りが必要な家庭に対しての

アウトリーチ支援等高い専門性・秘匿性が求められる施設であり、利用者や

関係機関との高度な信頼関係を生かした支援サービスを継続することで、児

童虐待の未然防止に係る事業効果が期待できる。また、子ども家庭支援セン

ターの管理運営実績が良好であることから非公募とした。 

 

（２）非公募選定の方法 

① 第１次審査 

法人から提出された法人に関する書類、経営状況を証明する書類、子ど

も家庭支援センターの管理運営に係る書類を基に実施した。 

② 第２次審査 

書類では確認できなかった部分について、現地視察を行うとともに法 

人に対してヒアリングを行った。 

 

施設の名称 指定管理者候補者 指定の期間 
江東区深川北子ども

家庭支援センター 

東京都世田谷区上北沢三丁目８番１９号 

社会福祉法人 雲柱社 
理事長 小礒 満 

令和８年４月１

日から 
令和１３年３月

３１日まで 

江東区東陽子ども 
家庭支援センター 

江東区大島子ども 
家庭支援センター 

江東区南砂子ども 
家庭支援センター 

江東区豊洲子ども 
家庭支援センター 

東京都町田市藤の台一丁目１番５６号 

社会福祉法人 景行会 
理事長 坂倉 泰正 
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３．選定の経緯 

 日 付 会 議 名 内 容 

令和 7 年 2 月 10 日 江東区公の施設に係る指定管理者

選定評価委員会 第１回子ども家

庭支援センター専門部会 

非公募の検討 

令和 7 年 3 月 27 日 第４回江東区公の施設に係る指定

管理者選定評価委員会 

非公募選定の決定 

令和 7 年 4 月 16 日 江東区公の施設に係る指定管理者

選定評価委員会 第２回子ども家

庭支援センター専門部会 

選定基準（案）等の検討 

令和 7 年 5 月 12 日 第１回江東区公の施設に係る指定

管理者選定評価委員会 

選定基準等の決定 

令和 7 年 7 月 25 日 江東区公の施設に係る指定管理者

選定評価委員会 第３回子ども家

庭支援センター専門部会 

推薦候補者の選定 

令和 7 年 8 月 28 日 第４回江東区公の施設に係る指定

管理者選定評価委員会 

推薦候補者の決定 

 

４．選定結果 

（１）第１次審査の結果（書類審査） 

業務体制や収支計画、区への貢献度等７分野４７項目の審査を行った。 

評価項目 

（第一次審査） 

配点 平均評価点 

深川北 東陽 大島 南砂 豊洲 

１ 運営・受託する姿勢

や意欲 
120 108 108 108 108 100 

２ 子ども家庭支援セ

ンター事業運営 
440 369 372 373 369 371 

３ 施設管理・運営 100 68 69 69 69 73 

４ 業務の体制 100 79 77 78 78 72 

５ 収支計画 40 30 29 29 29 30 

６ 法人の運営状況 160 119 117 118 118 124 

７ 江東区への貢献度 40 40 40 40 40 40 

 合  計 1,000 813 812 815 811 810 
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（２）第２次審査の結果（現地視察・プレゼンテーション） 

利用者対応や管理運営・体制、運営に対する意欲や姿勢等４分野３４項目の審

査を行った。 

評価項目 

（第二次審査） 

配点 平均評価点 

深川北 東陽 大島 南砂 豊洲 

１ 利用者対応全般 280 246 253 224 251 238 

２ 管理・運営体制 640 521 533 507 525 534 

３ 運営・受託する姿勢

や意欲 
40 37 40 36 37 37 

４ 二次審査を通じて 40 37 39 34 36 37 

 合  計 1,000 841 864 801 849 846 

 

 

（３）総合結果 

評価項目 配点 評価点 

深川北 東陽 大島 南砂 豊洲 

第一次審査 1,000 813 812 815 811 810 

第二次審査 1,000 841 864 801 849 846 

合  計 2,000 1,654 1,676 1,616 1,660 1,656 

評  価  Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

 

５．選定理由 

令和７年８月２８日に開催した「公の施設に係る指定管理者選定評価委員会」

において、深川北子ども家庭支援センター、東陽子ども家庭支援センター、大

島子ども家庭支援センター、南砂子ども家庭支援センターおよび豊洲子ども家

庭支援センターにおける運営が適切になされていることから、引き続き現運営

法人を指定管理者の候補者とする旨の決定をした。 


